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 [要約] 

 平成 29 年就業構造基本調査のデータを基に、就業調整（収入を一定の金額以下に抑え

るために就業時間・日数を調整すること）の実態についてまとめた。就業調整を行って

いる人は 559 万人存在し、非正規雇用者全体の 26％に相当する。就業調整を行ってい

るのは、①既婚女性、②高齢者、③若年層である。 

 既婚女性（15～59歳）では、330万人が就業調整を行っており、これは、同区分の非正

規雇用者の約半数に相当する。就業調整を行っている人の 92％が「50～99万円」、「100

～149万円」に属しており、「103万円の壁」や「130万円の壁」といった就業の壁をか

なり意識していることが示唆される。 

 60歳以上では、112万人が就業調整を行っている。そのうち、60～64歳は 50万人であ

る。特に 60～64 歳は、在職老齢年金制度により、一定の金額を超えると年金額が減額

されることが就業を阻害している可能性が高い。 

 15～24 歳（男性＋未婚女性）では、70 万人が就業調整を行っている。親の扶養に入る

かどうかの「103万円の壁」を意識している人が多いことが示唆される。  

 人手不足が深刻な日本では、労働供給の伸びしろも限られてきている。限りある労働力

を最大限活用するためにも、社会保険加入の「130 万円の壁」や「在職老齢年金制度」

などの、就業を阻害する各種制度の見直しを早急に行うことが求められる。 

  

日本 
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はじめに 

5 年おきに行われる大規模調査である、平成 29 年就業構造基本調査が公表された。今回の調

査から、「収入を一定の金額以下に抑えるために就業時間や日数を調整しているかどうか」（就

業調整の有無）についての質問が新たに設けられた。これまでも、各種制度などを背景に就業

調整が行われている可能性が指摘されてきたが、実際に就業調整はどのくらい行われているの

か。本稿では最新のデータを基に、就業調整の実態についてまとめた。 

 

時給が増えれば労働時間を減らす 

現在、労働者の約 3 割がパートタイム労働者である。パートタイム労働者の働き方を見てみると、

特徴的な現象が起きていることが分かる。図表 1は、パートタイム労働者の時給と労働時間、そして

年収の推移を示したものであるが、これを見ると、パートタイム労働者の時給は上昇している一方、

労働時間は減少している。そして、年収は横ばい圏で推移している。 

人手不足が深刻な中、短い時間でも働けるようになっていることが一因として考えられる一方で、

労働時間を調整することによって、年収を抑えているという可能性も考えられる。 

この背景には、配偶者手当に関連する「103 万円の壁」や社会保険加入の基準額である「130 万円

の壁（106万円の壁）」が存在する（図表 2、Appendix参照）。また、高齢者に関しては、年金制度が

就業調整の一因になっているだろう。現行の年金制度（在職老齢年金制度）では、基本月額と総報酬

月額（つまり、年金＋給料）がある一定の金額を超えると、年金の一部または全額が支給されなくな

る（図表 3）。基準額は、60歳～64歳の場合は 28万円、65歳以上の場合は 46万円である1。 

こうした制度などを背景に、就業調整を行っている人はどれくらいいるのだろうか。 
 

図表 1：パートタイム労働者の時給・労働時間・年収 

 
 

                                 
1 詳しくは、日本年金機構のウェブサイト参照。

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20140421.html 
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図表 2：就業を阻む「○○万円の壁」 

 

 

図表 3：在職老齢年金による調整後の厚生年金支給額（万円） 

 

 

 

  

（注1）ここでは、夫婦のうち年収が高い方の年収による配偶者控除・配偶者特別控除の所得制限は
　　　 考慮していない。
（注2）社会保険料加入の壁は、大企業（従業員数501人以上）に勤め、一定の条件を満たす場合、
　　　 105.6万円となる。
（出所）法令等より大和総研作成
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就業調整を行っているのは、①既婚女性、②高齢者、③若年層 

平成 29 年就業構造基本調査によると、就業時間または就業日数の調整を行っている人は 559

万人存在する。これは、非正規雇用者全体の 26％に相当する。 

就業調整を行っている人の属性を確認すると（図表 4）、最も多いのは、既婚女性（15～59歳）

である。330万人が就業調整を行っており、これは、同区分の非正規雇用者の約半数に相当する

（図表 5）。前述した、「103万円の壁」や「130万円の壁」といった就業の壁がダイレクトに影響

する既婚女性で、就業調整が多く行われている。 

次に多いのは 60 歳以上の高齢者であり、112 万人が就業調整を行っている。そのうち、60～

64 歳は 50 万人である。特に、60～64 歳に関しては、前述したように在職老齢年金制度の基準

額が低いことから、この制度が原因で就業調整を行っている人が多いと考えられる。内閣府

（2018）2でも、60 代前半では、在職老齢年金制度によりフルタイム就業意欲が一定程度阻害さ

れ、代わりにパートタイム就業や非就業が選択されていることが指摘されている。 

高齢者の次に就業調整をしている人が多いのは、若年層である。15～24歳（男性＋未婚女性）

では、70 万人が就業調整を行っている。学生を中心に、親の扶養に入るかといった点が、就業

調整の一因となっている可能性が考えられる。 

 

図表 4：就業調整をしている非正規雇用者 

    （2017年） 

 図表 5：非正規雇用者のうち、就業調整を 

行っている人の割合（2017年） 

 

  

                                 
2 内閣府（2018）「60代の労働需給はどのように決まるのか？－公的年金・継続雇用制度等の影響を中心に－」

（政策課題分析シリーズ 16、2018年 7月 5日） 

15～24歳（男性＋未婚女性） 25～59歳（男性）

25～59歳（未婚女性） 15～59歳（既婚女性）

60歳以上（男女計）

559万人
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112万人

（20％）

330万人

（59％）

70万人
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（3％）

（出所）総務省より大和総研作成
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http://www5.cao.go.jp/keizai3/seisakukadai.html
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年収分布について、就業調整を行っている人とそうでない人を比べてみると（図表 6）、就業

調整を行っている人では、「50～99万円」、「100～149万円」といった、「103万円の壁」や「130

万円の壁」付近の年収割合が大きいことが分かる。特に、既婚女性（15～59 歳）では、就業調

整を行っている人の 92％が「50～99万円」、「100～149万円」に属する。いかに就業の壁の影響

が大きいかが分かる。また、若年層に関しては、親の扶養に入るかどうかの「103万円の壁」を

意識している人が多いことが示唆される。 

 

図表 6：非正規雇用者の年収分布（2017年） 

 

 

おわりに 

現在、日本は深刻な人手不足に直面している。また、6月に成立した残業規制により、企業の

人手不足感は一層強まるだろう。日本では、これまで盛んに女性活躍が推進され、出産・育児

期に女性の労働参加が落ち込むＭ字カーブはなだらかになってきている。しかし、同時に、労

働供給の伸びしろを女性だけに求めることには限界が近づいている。 

そうした状況下で、現在既に働いている人を最大限活用するという視点は非常に重要だ。今

回公表された平成 29年就業構造基本調査では、「103万円の壁」、「130万円の壁」、「在職老齢年

金制度」などの制度が、就業調整を行う人を多く生み出す要因となっていることが改めて確認

された。 

就業の壁に関しては、税制上の配偶者控除の壁は 2018年から緩和されるものの、企業の配偶

者手当支給の壁や社会保険加入の壁などは依然として残り続ける。こうした壁の問題にも、取

り組んでいく必要がある。また、在職老齢年金制度をはじめとする年金制度については、現在、

見直しの議論が進んでいるが、高齢者の就業意欲を阻害しない制度設計が期待される。 

人手不足が深刻な中、制度により就業が阻害されてしまうのは非常にもったいないことだ。

限りある労働力を最大限活用するためにも、就業を阻害する各種制度の見直しを早急に行うこ

とが求められる。  
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（出所）総務省より大和総研作成
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＜Appendix＞ 就業を阻む「○○万円の壁」とは何か？3 

「○○万円の壁」と言った時に、よく耳にするのは、「配偶者控除の壁」である。配偶者控除とは、

配偶者の所得が一定の金額以下の場合、その配偶者を扶養する納税者の所得税や住民税の所得控除が

受けられるというものである。配偶者控除はこれまでも、女性を中心としたパートタイム労働者が労

働時間を抑制する要因になると問題視されてきており、実際に 2017 年度の税制改正において見直し

の動きが見られた。具体的には、配偶者特別控除を拡充することで、満額の控除が適用される上限の

年収が 150万円に引き上げられることとなった（適用は 2018年から）。これにより税制上の壁は引き

上げられたが、課題は依然として存在する。 

一つ目は、企業の配偶者手当の壁の問題だ。日本では、多くの企業で「配偶者控除」の適用を条件

に企業独自の配偶者手当（家族手当）を支給している4。しかし、2017 年度の税制改正で拡大された

のは「配偶者控除」ではなく「配偶者特別控除」であるため、企業の配偶者手当の支給基準が自動的

に引き上げられることにはならない。したがって、多くの企業の配偶者手当支給基準額である「103

万円の壁」は依然として残ることになる。 

この壁を取り除くには、企業が自ら基準の見直しをするしかない。実際に、経団連は会員企業に配

偶者手当を見直すよう呼びかけており、配偶者手当の見直しは大企業を中心に進んでいく動きも見ら

れる。しかしながら、見直しが広く行われるまでには相当な時間がかかると考えられ、しばらくの間

は「103万円の壁」は残り続けると考えられる。 

また、企業の配偶者手当の支給基準が見直された場合も、他の壁が立ちはだかる。それは、二つ目

の課題である、社会保険加入の壁だ。現行の制度では、配偶者の年収が 130万円以上（大企業勤務で

一定の条件を満たす場合は 105.6万円以上5）になると、主たる生計者の社会保険の扶養扱いとなるこ

とができず、健康保険と年金の自身の分を支払わなくてはならなくなる。これが、いわゆる「130 万

円の壁（106万円の壁）」である。もちろん、社会保険に加入するメリットもあるものの、配偶者の年

収が 130万円になった途端に、年間約 18.3万円の社会保険料を支払う義務が生じる6となると、やは

り、それは就業調整を行うのに十分な要因となり得るだろう。 

以上 

 

                                 
3 詳しくは、是枝俊悟（2016）「配偶者特別控除の拡大では就労促進効果は乏しい―改正案には比較的所得の高

い高齢者に減税の恩恵が及ぶ面も」（大和総研レポート、2016年 12月 2日） 
4 人事院「平成 29年職種別民間給与実態調査の結果」によると、78.1％の企業で配偶者手当（家族手当）を設

けている。そのうち 85.4％の企業で配偶者の年収による支給制限があり、さらに支給制限がある企業のうち基

準額を 103万円としている企業は 63.2％である。次に、基準額とする企業が多いのは 130万円であり、29.0％

の企業がこの基準を採用している。なお、この調査の対象は、企業規模 50人以上、かつ、事業所規模 50人以

上の全国の民間事業所。 
5 正確には、週所定労働時間が 20時間以上で、1年以上の継続勤務見込みがあり、学生等でなく、従業員数 501

人以上の企業に勤めている、月額で 88,000円（年収 105.6万円）以上の収入がある人。なお、労働日数および

労働時間が通常の労働者の 3/4以上の短時間労働者は収入にかかわらず社会保険に加入する必要がある。 
6 協会けんぽ・厚生年金に加入する場合（介護保険第 2号被保険者（40～64歳）でない場合、平成 30年度（平

成 30年 4月～平成 31年 3月））。 

https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/20161202_011460.html
https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/20161202_011460.html

